
第２次千葉市消費生活基本計画の項目評価の説明について 

 

１ 評価 

  個別施策担当者が作成した２８年度実績について、次の評価基準に基づき

個別施策担当課が施策ごとに自己評価を行いました。 

  ※一つの施策について、複数の課が担当している場合は自己評価の平均を

表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 項目評価 

  個別施策担当課が作成した評価基準を基に、各項目の評価の平均を算定し

ています。 

  ａを３点、ｂを２点、ｃを１点、ｄを０点とし、各項目の平均点を下記の

ように表示しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【評価基準】 

ａ：計画どおりに達成できた。 

ｂ：実施し、ほぼ計画どおりに達成できた。 

ｃ：実施したが、計画に大きく及ばなかった。 

ｄ：実施しなかった。 

「ｄ：実施しなかった」の取り扱いについて 

対象となる事物が発生した場合に限って対応する施策・事業の中で、該

当するものが発生しなかったため、結果として実施しなかったものにつ

いては、評価欄は「d」でなく「－」を記載しています。 

 

【評価基準】 

Ａ：順調に取り組まれた。（項目の評価基準の平均点が２．５点以上） 

Ｂ：概ね取り組まれた。 

（項目の評価基準の平均点が１．５点以上２．５点未満） 

Ｃ：概ね取り組まれたが、さらに積極的な取り組みが必要である。 

（項目の評価基準の平均点が０．５点以上１．５未満） 

Ｄ：取り組みが不足した。（０．５点未満） 

参考資料 １ 



基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保             項目評価欄について 

課題１ 商品、サービスの安全・安心の確保  

①食品の安全性の確保（市民局・保健福祉局・経済農政局）  

  施策の内容 担当課 平成 27年度実施予定 平成 27年度実績等 評価 今後の課題 
項目評
価 

1 食の安全性確保に関する情報
をホームページ、パンフレット等
により迅速かつわかりやすく提
供します。 

消費生活

センター 

・食の安全性に関する情報をホー
ムページにより提供する。 
・食の安全性に関するパンフレット
等を暮らしのプラザ内に配置する
とともに、消費生活講座等の受講
者に配布する。 
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2.4
点 

生活衛生課 ホームページへの掲載、告示、記
者発表等により、食中毒原因施
設、その他違反者等の公表、話題
となっている食品に関する情報、食
中毒予防のための注意喚起、食中
毒注意報等の発令などを行う。 
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2 条例に基づき食品に関する危害
についての調査を実施し、勧告
及び事業者名等を公表します。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

消費者の生命、身体又は財産に及
ぼす危害の発生又は拡大を防止
するために必要があると認めるとき
は、当該商品等の安全性について
調査を行い、その情報を消費者に
提供する。 
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3 食の安全性に関する講演会や
意見交換会などを開催し、食の
安全に対する知識の普及を図り
ます。 

【充実】 
（再掲：3-課題 3-①-1） 

 
 

消費生活

センター 

・食の安全性に関する講演会を暮
らしのプラザにおいて実施する。 
・消費者モニターと事業者との意見
交換会を実施する。 
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項目評価 

☆項目評価欄の表示について 

 項目評価欄の表示は、上から 

  『項目評価』、『評価点数合計／項目数』、『評価点数』と

なります。 

評価点数合計／項目数 

評価点数 



 


